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２２ 高高知知県県のの人人権権教教育育～～現現状状とと課課題題～～

（１）これまでの取組

高知県における人権教育は、同和教育の歴史を継承しながら、「差別の現実から深く学

ぶ」ことを大切にして取り組み、これまで多くの成果を残してきました。例えば、長期

欠席・不就学の子どもの学力向上や、課題のある子どもを中心とした集団づくり、保育

所等・学校・地域との連携等、一定の成果をあげ、今日の取組にもつながっています。

また、「高知県人権尊重の社会づくり条例」（平成 10 年４月施行）や「『人権教育のた

めの国連 10 年』高知県行動計画」（平成 10 年７月策定）、「高知県人権施策基本方針－第

2 次改定版－」（平成 31 年３月策定）に基づいた高知県教育委員会の取組方針として「高

知県人権教育推進プラン」（令和２年３月改定）を作成し、豊かな人権感覚を身に付ける

ことを通して人権文化を創造することをめざし、小学校就学前教育・学校教育・社会教

育における、より充実した取組を推進しています。

（２）現状と課題

平成 28 年度に本県の公立学校児童生徒を対象に実施した「人権教育に関するアンケー

ト」の結果において、児童生徒の自尊感情の高まりが見られる一方で、いじめや差別を

見た時「何もしない」という回答が、校種が上がるにつれて増加する傾向が見られまし

た。また、障害者や高齢者、外国人といった社会的に取りあげられる機会が多い人権課

題については、児童生徒の学習経験が少なくても、一定適切な判断ができるものもあり

ます。一方、社会的に取りあげられる機会が少ないハンセン病や同和問題等のいくつか

の人権課題については、正しい判断に結び付いていないという実態が示されており、人

権学習の機会の保障と内容の充実、指導力の向上が課題として表れています。

人権教育を今後さらに充実させていくためには、保育所・幼稚園等において、組織的・

計画的な取組の推進や、人権尊重の理念や個別の人権課題についての保育者・教職員研

修の改善と充実が重要になります。一人一人の人権が尊重される保育所・幼稚園等づく

りを実現するために、さらなる取組の充実が求められています。

～人権や人権課題に関する国内の状況～

子どもの生命・身体の安全に関わる貧困・虐待・いじめや、在日外国人に対する差別扇

動、インターネット上の誹謗中傷等、社会で人権が守られていない、または差別が助長さ

れるような状況があり、個別の人権課題に関する次の法律が近年制定されました。

・「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）」平成 28 年施行

・「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律（ヘイトスピー

チ解消法）」平成 28 年施行

・「部落差別解消の推進に関する法律（部落差別解消推進法）」平成 28 年施行

・「いじめの防止等のための基本的な方針」平成 29 年改定

・「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律（アイヌ新法）」

令和元年施行

・「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律（女性活躍・ハラスメ

ント規制法）」令和２年施行
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女性（グラフ画像差し替え）
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６ 高齢者（グラフ画像差し替え）
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７ 障害者（グラフ画像差し替え）

７ 感染者等・ハンセン病（グラフ画像差し替え）

７ 感染者等・ハンセン病（グラフ画像差し替え）
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８ 犯罪被害者等（グラフ画像差し替え）
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９ インターネット（グラフ画像差し替え）

９ 災害と人権（グラフ画像差し替え）
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性的指向・性自認（グラフ画像差し替え）
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